
維
持
管
理
費
補
助
金
制
度

４
月
か
ら
受
け
付
け
開
始

ま
ち
づ
く
り
課 

下
水
道
係 

☎
77
‐
３
９
２
４

　
対
象
者
・
補
助
金
額

■ 

対
象
者
　
芝
山
町
に
住
所
を
有
す
る

方
で
、
住
宅
に
設
置
し
た
10
人
槽
以

下
の
合
併
処
理
浄
化
槽
を
適
正
に
維

持
管
理
し
て
い
る
方

■
補
助
金
額
　
毎
年
１
回
　
１
万
円

　
対
象
と
な
ら
な
い
方

・
浄
化
槽
の
設
置
届
を
せ
ず
に
合
併
処

　
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た
方 

・
建
築
確
認
を
受
け
ず
に
合
併
処
理
浄

　
化
槽
を
設
置
し
た
方 

・
水
質
に
関
す
る
検
査
（
法
定
検
査
）

　
を
受
け
て
い
な
い
方 

・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
水
質
検
査
の
結

　
果
が
不
適
正
と
判
定
さ
れ
た
方

・
千
葉
県
浄
化
槽
取
扱
指
導
要
綱
を
遵

　
守
し
て
い
な
い
方 

・
賃
貸
な
ど
営
利
を
目
的
と
し
た
住
宅

　
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た
方

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

　
補
助
対
象
と
な
る
経
費

・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
か

　
か
る
保
守
点
検
費
（
※
１
）

・
法
定
検
査
費
用
（
※
２
）

　
補
助
対
象
と
な
ら
な
い
経
費

・
ト
イ
レ
の
汚
水
の
み
を
処
理
す
る
単

　
独
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理
費 

・
汚
泥
の
汲
取
り
（
清
掃
）
に
か
か
る

　
費
用

　
受
付
期
限
・
申
請
の
方
法

■
受
付
期
限
　
9
月
30
日
㈫

■ 

申
請
方
法
　
役
場
ま
ち
づ
く
り
課
下

水
道
係
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
、
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
し

た
申
請
書
類
に
、
必
要
書
類
を
添
え

　
浄
化
槽
の
効
果
的
な
利
用
に
は
、
浄
化
槽
法
で
定
め
ら
れ
た
保
守
点

検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
町
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を
し
て
い
る
方
に
、

維
持
管
理
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

問

◎補助の対象
　平成25年４月1日から平成26年３月31日
までの間に受けた法定検査・保守点検にか
かる費用
◎申請期間
　４月１日㈫から９月30日㈫まで

合
併
処
理
浄
化
槽

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

① 

維
持
管
理
に
関
す
る
契
約
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し

② 

平
成
25
年
度
中
に
法
定
検
査
を
受
検

し
、
適
正
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し
と
領
収
書
の
写
し

③ 

平
成
25
年
度
中
に
保
守
点
検
を
実
施

し
た
記
録
票
の
写
し
と
領
収
書
の
写

し
④ 

申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳
（
ま
た
は

口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
）

⑤
印
鑑

※ 

必
要
書
類
を
一
部
で
も
紛
失
し
て
し

ま
っ
た
方
は
、
検
査
依
頼
先
に
連
絡

し
、
再
発
行
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
　
保
守
点
検
と
は

　
浄
化
槽
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
が
正

常
に
作
動
し
て
い
る
か
点
検
し
、
装

置
の
調
整
・
修
理
、
汚
泥
な
ど
の
引

き
抜
き
や
清
掃
時
期
の
判
定
、
消
毒

剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
保
守
点
検
の
作
業
に
は
技
術
上
の

基
準
が
あ
り
、
専
門
的
知
識
や
技

能
、
専
用
の
器
具
機
材
が
必
要
で

す
。
県
知
事
登
録
を
し
て
い
る
保
守

点
検
資
格
の
あ
る
業
者
に
作
業
を
委

託
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す

（
年
３
回
以
上
、
点
検
費
は
有
料
）。

◎
保
守
点
検
に
関
す
る
問
合
せ

（
一
社
）千
葉
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

ポイント
　
☎
０
４
３
│
２
４
５
│
４
２
２
２

※
２
　
法
定
検
査
と
は

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ

れ
、
本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い

る
か
を
確
認
す
る
重
要
な
検
査
で

す
。
毎
年
１
回
、
検
査
を
受
け
る
こ

と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

検
査
は
、
公
的
な
検
査
機
関
が
行
い

ま
す
（
11
条
検
査
　
年
１
回
　
５
千

円
）。

◎
法
定
検
査
に
関
す
る
問
合
せ
　
　

（
公
社
）
千
葉
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン

タ
ー

　
☎
０
４
３
│
２
４
６
│
６
２
８
３
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納
税

資
産

便
利
で
安
心

固
定
資
産
税
課
税
台
帳

納
税
は
口
座
振
替
で
！

４
月
１
日
か
ら
縦
覧
で
き
ま
す

町
民
税
務
課 

収
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
６

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
５

　
口
座
振
替
納
税
を
利
用
す
る
と

・
役
場
や
金
融
機
関
な
ど
に
わ
ざ
わ
ざ

　
出
か
け
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
納
期
に
自
動
的
に
引
き
落
と
し
に
な

　 

る
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま

す
。

　
申
込
み
方
法

○
申
込
み
場
所

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
各
金
融
機
関

な
ど
、
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便

局
）
の
窓
口

○
必
要
な
も
の

・
通
帳

・
金
融
機
関
届
出
の
印
鑑

・
口
座
振
替
依
頼
書

○
口
座
振
替
依
頼
書
の
設
置
場
所

・
芝
山
町
役
場

・
町
内
の
金
融
機
関

・
芝
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※ 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ご
利
用
の
方
は
様
式

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
芝
山
町
役
場

ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
窓
口
に
備
え

　
縦
覧

　
自
己
所
有
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
確
認
を
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。
そ
の
趣
旨
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
は

お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■ 

期
間
　
4
月
1
日
㈫
〜
4
月
30
日
㈬

　（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

■
場
所
　
役
場
町
民
税
務
課
　
課
税
係

■
手
数
料
　
無
料

■
縦
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
納

税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
な
ど

②
納
税
管
理
人

　
閲
覧

　｢

固
定
資
産
課
税
台
帳｣

に
よ
り
固

定
資
産
税
の
課
税
内
容
を
確
認
す
る
も

の
で
、
本
人
の
所
有
す
る
物
件
の
み
閲

覧
で
き
ま
す
。

■ 

期
間
　
通
年
。
平
成
26
年
度
分
は
4

月
1
日
㈫
か
ら
（
土
・
日
・
祝
祭
日

を
除
く
）

■
場
所
　
役
場
町
民
税
務
課
　
課
税
係

付
け
の
依
頼
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※ 

町
外
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
の
方

は
、
郵
送
も
い
た
し
ま
す
の
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
の
目
安

　
口
座
振
替
を
開
始
し
た
い
納
期
の
２

カ
月
前

※ 

金
融
機
関
に
よ
る
審
査
な
ど
の
都
合

に
よ
り
、
希
望
月
か
ら
引
き
落
と
し

が
開
始
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点

・
固
定
資
産
の
相
続
な
ど
に
よ
り
、
共

　 

有
者
や
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
は
、
再
度
手
続
き
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
引
き
落
と
し
の
確
認
は
預
貯
金
通
帳

　 

の
記
帳
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、

振
替
後
に
継
続
検
査
用
の
納
付
済
通

知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

■ 

手
数
料
　
縦
覧
期
間
中
は
無
料
。
そ

の
他
の
期
間
は
有
料
。

■
閲
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
納

税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
な
ど

②
納
税
管
理
人

③
借
地
人
お
よ
び
借
家
人
な
ど

④ 

固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利
を
有
す

る
方

　
縦
覧
・
閲
覧
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
本
人
確
認
書
類

・
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
、
代
理

　
人
の
本
人
確
認
書
類

・
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
を
押
印

　
し
た
申
請
書
ま
た
は
委
任
状

・
借
地
人
や
借
家
人
な
ど
そ
の
他
の
場

　 

合
は
、
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
が
わ
か
る
も
の（
賃
貸
借
契
約
書
、

不
動
産
登
記
簿
な
ど
）
と
、
申
請
者

の
本
人
確
認
書
類

・
印
鑑

※
本
人
確
認
書
類
…

　
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど

　
口
座
振
替
納
税
は
、
一
度
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
指
定
し
た
金

融
機
関
や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
の
口
座
か
ら
、
納
期
限
の
日
に
引

き
落
と
し
て
納
税
す
る
便
利
な
制
度
で
す
。

　
縦
覧
と
閲
覧
の
際
に
行
う
本
人
確
認
に
は
、
運
転
免
許
証
ま
た
は
健
康

保
険
証
な
ど
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
代
理
人
の
方
は
必
要
書
類
を
ご
確
認

の
う
え
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

問

問
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